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（試験結果）
　図１０、１１からわかるように、ミシン目の傾斜角度が小さくなるにつれて、つまりミ
シン目の方向が粘着テープの長手方向に近づくにつれて、次第に破断に要する引張力が大
きくなることがわかる。上記引張強度が小さいほど手切れ性が良くなる反面、長手方向の
引張りに弱くなるので、適切な角度設定が必要となる。図１１からわかるように、セロハ
ンテープと同程度の引張強度（破断強度）を有するためには、上記（ａ）の条件では、例
えば、９０度＞傾斜角度≧２３度が好ましく、上記（ｂ）の条件では、例えば、９０度＞
傾斜角度≧３９度が好ましく、上記（ｃ）の条件では、例えば、９０度＞傾斜角度≧４５
度が好ましい。
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